
と診断されましたが、
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保育園は乳幼児が集団で長時間生活を共にする場です。感染症の集団での発症や流行をできる
だけ防ぐため、また子ども達が一日快適に生活できるように、登園届の必要な感染症の登園の
目安を参考の上、かかりつけ医師の判断に従い登園届の提出をお願い致します。子どもが保育
園での集団生活に適応できる状態に回復してからの登園であるようご配慮下さい。

登園届

　　　　年  　　　月　　　日　医療機関名「　　　　　　　　　　　　 」において

病名 　　　　

　病状が回復し、登園の目安を確認の上、集団生活に支障がないと判断致しましたので

本日より登園いたします。
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